
 
 

鴻の巣会館使用料金表                               （単位：円） 

室   名 第１会議室 ・ 小会議室 ホ ー ル 

区      分 使用料 冷暖房費 使用料 冷暖房費 

 

午 前 

 

 

寺 田 ７５０ ２２５ １５００ ６００ 

一 般 １３５０ ４０５ ３０００ １２００ 

商 用 Ａ ２７００ ８１０ ６０００ ２４００ 

商 用 Ｂ ５４００ １６２０ １２０００ ４８００ 

 

午 後 

寺 田 １０００ ３００ ２０００ ８００ 

一 般 １８００ ５４０ ４０００ １６００ 

商 用 Ａ ３６００ １０８０ ８０００ ３２００ 

商 用 Ｂ ７２００ ２１６０ １６０００ ６４００ 

 

夜 間 

寺 田 １０００ ３００ ２０００ ８００ 

一 般 １８００ ５４０ ４０００ １６００ 

商 用 Ａ ３６００ １０８０ ８０００ ３２００ 

商 用 Ｂ ７２００ ２１６０ １６０００ ６４００ 

午前・午後 

寺 田 １７５０ ５２５ ３５００ １４００ 

一 般 ３１５０ ９４５ ７０００ ２８００ 

商 用 Ａ ６３００ １８９０ １４０００ ５６００ 

商 用 Ｂ １２６００ ３７８０ ２８０００ １１２００ 

午後・夜間 

寺 田 ２０００ ６００ ４０００ １６００ 

一 般 ３６００ １０８０ ８０００ ３２００ 

商 用 Ａ ７２００ ２１６０ １６０００ ６４００ 

商 用 Ｂ １４４００ ４３２０ ３２０００ １２８００ 

 

全 日 

寺 田 ２７５０ ８２５ ５５００ ２２００ 

一 般 ４９５０ １４８５ １１０００ ４４００ 

商 用 Ａ ９９００ ２９７０ ２２０００ ８８００ 

商 用 Ｂ １９８００ ５９４０ ４４０００ １７６００ 

 

料金区分について 

 寺田：寺田地域内の自治会、子供会、老人会、体振などの活動に使用する者に適用する。 

一般：寺田、商用区分以外で使用する者に適用する。 

商用Ａ：営業の宣伝、販売などで使用することにより収益を得る者に適用し、城陽市及び近隣市町（宇

治市、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、久御山町を言う。以下同じ。）に事務所、営

業所があるものとする。 

 商用Ｂ：営業の宣伝、販売などで使用することにより収益を得る者に適用し、城陽市及び近隣市町に事

務所、営業所がないものとする。 

 

 

 



 
 

時間区分について 

 午前： ９時から 正午まで  午前・午後：９時から１７時まで 

 午後：１３時から１７時まで  午後・夜間：１３時から２２時まで 

 夜間：１８時から２２時まで   全 日 ：９時から２２時まで 

 

使用許可申請の時期 

 寺田、一般：使用日の３ヶ月前の月初めから 

 商用：使用日の２ヶ月前の月初めから 

 


